
目

次

凡
例

資
料
解
説

一
　

一
九

二
五
年

上
海
会
議

五
月

テ
ー
ゼ

(所
謂

ヘ
ラ
ー
テ
ー

ゼ
)

(
一
九
二
五
)

一

二
　

一
九

二
六
年

二
月
プ

ロ
フ
ィ
ン
タ

ー
ン

・
プ

レ
ナ

ム
に
於

て
決
定

し
た
日
本

問
題

に
関

す
る

テ

ー
ゼ

(所

謂

モ

ス

ク

ワ

・
テ

ー

ゼ

)

(
一
九

二
六
)

六

三

レ

フ
ト
関
係
会
合
報

告

(
一
九
二
六
)

八

四

左
翼
労
働

者
当

面

の
活
動

(
一
九
二
六
)

一九

五

我
国
労
働
組
合
運
動

の
発
展
と
そ
の
方
向
転
換
方
策
に
就

て

(
一
九
二
七
)

二
二

六

所

謂

「
組
合
運
動

の
方
向
転

換
」

に
就

い
て

(
一
九
二
七
)

三八

七

労
働

組
合
戦
線

の
統

一
問

題

(
一
九
二
七
)

四六

八

ス
ト

ラ
イ
キ
並

に

ス
ト

ラ
イ
キ
戦
術

に

つ
い
て

(
一
九
二
八
)

六
四

九

労
働

組
合
内

に
働

く
党
員

に
関
す

る
指
令

(
一
九
二
八
)

七九

一
〇

階
級
闘
争

と
工
場
委

員
会

(
一
九
二
八
)

八
一

一
一

工
場
代

表
者
会

議
開

催

の
条
件

に

つ
い
て

(
一
九
二
九
)

八九



一
二

経
済
闘
争
と

政
治
闘
争

と

の
結
合

(
一
九
二
九
)

九
一

一
三

杉
浦
啓

一
予
審
調
書
補

足

上
申
書

(
一
九
三
〇
)

九六

一
四

革
命

的
労
働

組
合
運
動

に
於
け

る
我
等

の
当

面

の
任
務

(
一
九
二
九
)

一八〇

一
五

左
翼
労
働
組

合
運
動
当

面

の
三
問

題

(
一
九
二
九
)

一八五

一
六

労
動
組
合
協

議
会
第

二
回
全

国
会

議
を
前

に
し

て

(
一
九
二
九
)

一九五

一
七

全
国
電
気
産
業
労
働
組
合
協
議
会

の
解
体
と
全
国
的
産
業
的
単

一
結
成
た
る
日
本
電
気
労
働
組
合
の
任
務

(
一
九

二
九
)

二〇
四

一
八

左
翼

労
働
組
合
拡

大
再
建

の
カ

ン
パ

ニ
ヤ
に
関

し

て

(
一
九
二
九
)

二〇七

一
九

全
協

行
動
綱
領

(
一
九
二
八
)

二一三

二
〇

日
本
労
働
組
合
全
国
協
議
会
準
備
委
員
会

(
一
九
二
九
)

二一八

二

一

赤
色
労
働
組
合
イ
ン
タ
ナ
シ

ョ
ナ

ル
の
行
動
綱
領
と
日
本
労
働
組
合
全
国
協
議
会
の
新
綱
領
と
の
比
較
対

照

(
一
九

三

二
)

二
二
一

二
二

全
協

・
中
央
委
員
会

に
お
け
る
行
動
綱
領
中

「
天
皇
制
打
倒

の
闘
争
」

に
関
す
る
討
論

(
一
九
三
三
)

二二五

二

三

日
本

労
働
組
合

全
国
協
議
会

規
約

(
一
九
三
二
)

二三七

二

四

全
協

・
日
本

化
学
労

働
組
合

行
動
綱
領

・
規

約

(
一
九
三
二
)

二四〇

二
五

全
協

・
日
本
通
信
労
働
組
合
暫
定
行
動
綱
領
草
案

(本
部
案
)

(
一
九
三
二
)

二四六

二

六

全
協

・
日
本
金

属
労
働

組
合
行
動

綱
領
草
案

・
規

約

(
一
九
三
二
)

二四八

二
七

全
協

・
日
本
交
通
運
輸
労
働
組
合
行
動
綱
領
草
案

・
規
約

(
一
九
三
二
)

二五
五



二

八

日
本

一
般

使
用
人
組

合
行
動

綱
領

草
案

・
規
約

(
一
九
三
二
)

二六
二

二

九

全
協

・
日
本
繊
維

労
働
組
合

の
行
動
綱
領

・
規

約

(
一
九
三
二
)

二六七

三

〇

全
協

・
出

版
労
働
組

合
行
動

綱
領

・
ス
ロ
ー
ガ

ン

(
一
九
三
二
)

二七
四

三

一

農

業

(林

業
漁
業
)

労
働
者

の
組
織

に
関
す

る
決

定

(
一
九
三

一
)

二七七

三

二

プ

ロ
フ
ィ
ン
タ

ン
第

五

回
大
会

代
表
派
遣

に
際

し
全

国

の
革
命

的
労
働
者

に
檄
す

(
一
九
三
〇
)

二八二

三
三

世
界
恐
慌
、
経
済
闘
争
並
び
に
革
命
的
労
働
組
合
運
動
の
任
務

(
一
九
三
〇
)

二八四

三

四

革
命
的
労

働
組
合
運

動

の
組
織

問
題

(
一
九
三
〇
)

三
一三

三

五

日
本
委
員
会

の
報
告

(
ロ
ゾ

フ
ス
キ
ー
)

(
一
九
三
〇
)

三三
五

三

六

日
本

に
お
け
る
革
命

的
労
働

組
合

の
任
務

(
一
九
三
〇
)

三三八

三
七

プ

ロ
フ
ィ
ン
テ
ル
ン
第
五
回
大
会
決
議
及
刷
新
同
盟
代
表
声
明
書
に
基
づ
く
全
協
刷
新
同
盟

の
解
散
と
今

後
の
方
策

(
一
九
三
〇
)

三四七

三

八

革

命
的
労

働
組
合
当

面

の
任

務

(
一
九
三
〇
)

三五八

三
九

日
本

に
於

け
る
経
済

闘
争

の
激

化
と
労
働
運

動

の
統

一

(
一
九
三
〇
)

三六四

四
〇

プ

ロ
フ

ィ
ン
テ

ル
ン
第
五

回
大
会

決
議

「
日
本

に
於
け

る
革

命
的
労

働
組
合
運

動

の
任
務
」

に
対
す

る
正

当
な

る
解

釈
と

そ

の
大
衆
化

の
た
め

に
闘

へ
!

(
一
九
三

一
)

三六九

四

一

日
本

の
労

働
組
合
全

国
協
議
会

は
プ

ロ
フ
ィ
ン
テ

ル
ン
第

五
回
大
会

の
決
定

を
如

何

に

遂

行

し

て

ゐ

る

か
?

(
一
九
三

一
)

四四七

四

二

日
本
労
働

組
合
全
国

協
議
会

当
面

の
任
務

(
一
九
三

一
)

四五五



四

三

全
国
協
議
会

中
央
部

の
再
建

及
そ

の
拡
大
強
化

に
就

て

(
一
九
三
二
)

四六
一

四

四

協
議
会

再
建
拡

大

の
カ

ム
パ

ニ
ヤ
は
如

何
に
闘
は
れ
た

か

(
一
九
二
九
)

四七三

四
五

日
本
労
働
組
合
全
国
協
議
会
第

一
回
中
央
委
員
会
報
告

(
一
九
三
二
)

四七
六

四

六

全
国
協

議
会
当
面

の
任
務

(
一
九
三
三
)

四九八

四
七

全
協

新
取
締
方
針

に
関
す

る
二
三
の
問

題

(
一
九
三
二
)

五三
一

四

八

失
業
反

対
闘
争

に
於
け
る
転

換

に
関
す

る
決
定

(
一
九
三

一
)

五三三

四
九

失
業
反

対
闘
争
と

失
業
者

の
組
織

の
方
針

(
一
九
三

一
)

五三七

五
〇

失
業
者

の
間

に
於

け
る
赤
色
労
働

組
合
及
び
労
働
組
合
反
対

派

の
活

動
に

つ
い
て

(
一
九
三
一
)

五四二

五

一

失
業
反
対
闘
争

(
一
九
三
二
)

五四七

五

二

国
際

失
業
反
対

闘
争

の
経

験
か
ら
学

べ

(
一
九
三

一
)

五八二

五

三

組
合

同
盟

大
会

に
際

し
戦

闘
的
代
議
員

並
に
戦

闘
的
労
働
者
諸

君

に
寄
す

る
メ

ッ
セ
ー
ジ

(
一
九
二
九
)…
…
…
五八七

五

四

全

日
本

の
海
員
諸

君

へ
!

(
一
九
三
〇
)

五八九

五

五

国
際

革
命
的
海
員

の

ハ
ン
ブ

ル
グ
会

議

の
決
議

(
一
九
三
〇
)

五九
四

五

六

守
勢

よ
り
攻
勢

的
闘
争

の
準
備

へ

(
一
九
三

一
)

五九九

五
七

全
協

・
日
本
海
員
港
湾
労
働
者
組
合
準
備
会
結
成
に
際
し
て
全
日
本

の
海
員
港
湾
河
川
漁
業
労
働
者
諸
君

に
檄
す
!!

(
一
九
三
二
)

六〇
四

五

八

革
命
的
反
対
派

運
動

に
就

い
て

(
一
九
三
二
)

六〇七

五

九

婦

入
デ
ー
に
際

し

て
檄
す

(
一
九
三
二
)

六二〇



六
〇

全
協
婦
人
部
に
関
す
る
文
献

(
一
九
三
二
)

六二二

六

一

組
合
青

年
部
組
織

方
針

(
一
九
三

一
)

六二八

六

二

オ

ル
ガ

ナ
イ
ザ
ー

は
如
何

に
活
動
す

べ
き
か

?

(
一
九
三
一
)

六三三

六

三

工
場
内

活
動

の
諸

問
題

(
一
九
三
二
)

六四三

六

四

ス
ト

ラ
イ
キ
を
如
何

に
準
備

し
如
何

に
戦

ふ
か

?

(
一
九
三
二
)

六五四

六

五

メ
ー
デ

ー
闘
争

に
関
す

る
指
令

(
一
九
三
〇
)

六六三

六
六

一
九
三
〇

・
メ
ー
デ

ー
カ

ム
パ
ー

ニ
ヤ
に
対
す

る
自
己
批

判
書

(
一
九
三
〇
)

六七
○

六

七

赤
色

五
月

一
日

(
一
九
三

一)

六七七

六
八

日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
三
月
総
会

(
一
九
三
一
)

六八九

六
九

米
よ
こ
せ
の
全
国
的
闘
争
を
如
何
に
ま
き
起
す
か
?

(
一
九
三
二
)

六九四

七
〇

国
際
赤
色
労
働
組
合
中
央
評
議
会
第
八
回
会
議

の
決
議

(
一
九
三
一
)

六九七

七

一

国
際

的
闘
争
経
験

か
ら
学

ベ

(
一
九
三

一
)

七〇七

七
二

汎
太
平
洋
労
働
組
合
会
議
宣
言

・
規
約

(
一
九
二
七
)

七四
四

七

三

日
本

に
於
け

る
労
働
組
合
運

動

(
一
九
二
八
)

七
四九

七
四

汎
太
平
洋
労
働
組
合
会
議

(
一
九
二
九
)

七五二

七
五

東
洋

の
労
働
者
運
動
と
汎
太
平
洋
労
働
組
合
会
議

(
一
九
二
九
)

七五
四

七
六

第

一
回
会
議
以
後
の
汎
太
平
洋
労
働
組
合
書
記
局

(太
平
洋
工
会
秘
書
庁

の
事
業

に
関
す
る
報
告
)

(

一
九
二
九
)

七
五九



七

七

日
本

の
労
働
者

同
志
諸

君
に
訴

ふ

(
一
九
二
九
)

七七
〇

七
八

第
二
回
太
平
洋
交
通
運
輸
労
働
者
会
議
決
議
集

(
一
九
二
九
)

八二
八

七
九
　

一
九
三
〇
年
四
月
太
平
洋
労
働
組
合
会
議
書
記
局
の
日
本
問
題
報
告

(
(
一
九
三
〇
)

八三九

八
○

日
本

の
革
命
的
労
働
組
合
の
当
面
す
る
緊
急

の
任
務

(
一
九
二
九
)

八
四三

八

一

全
協

の
合

法
性
獲

得
の
た
め

の

一
切

の
闘
争
を
強
化

せ
よ
!

(
一
九
三
二
)

八
四八

八

二

天
皇

制
廃

止

・
ソ
ヴ

ィ

エ

ッ
ト
権
力
樹

立
を
行
動
綱
領

よ
り
削
除

せ
よ

(
一
九
三
三
)

八
五三

八
三

労
働
組
合
、
農
民
組
合
内
の
戦
闘
的
労
働
者
、
農
民
に
与
ふ

(
一
九
三
五
)

八
五五

八

四

い
か

に
し
て
改

良
主
義
組

合

に
入

つ
て
行
く

か

(
一
九
三
五
)

八五九

八

五

組
合
統

一
に
就

て

(
一
九
三
五
)

八六三

八

六

組
合
戦
線

の
統

一
強
化
を

忘
れ
る
な

!

(
一
九
三
六
)

八六六

八
七

階
級
的
組
合
た
る
こ
と
を
行
動
の
上
で
示
せ

(
一
九
三
五
)

八六九

八

八

あ
く
ま

で
右
翼

組
合
内
部

に

て
働
け

(
一
九
三
五
)

八七二

八
九

改
良
主
義
組
合
内

で
働
け

(
一
九
三
五
)

八七五

九

〇

ダ

ラ
幹

と

の
間
違

つ
た
と
う
争

の
仕
方

(
一
九
三
五
)

八七九

九

一

日
本

に
於
け
る
広

汎
な
統

一
戦
線

の
為

に

(
一
九
三
五
)

八八三

九
二

総
ゆ
る
障
害
を
押
し
切

つ
て
労
働
組
合
統

一
の
為
の
大
衆
的
闘
争
進
む

(
一
九
三
五
)

八九五

九
三

日
本
海
員
組
合
分
裂
と
組
合
統

一
の
闘
争
方
法

(
一
九
三
五
)

八九
七

九
四

総
同
盟
、
全
労
の
労
働
者
は
組
合
統

一
を
工
場
内
に
生
か
し
搾
取
階
級
に
対
す
る
武
器
と
せ
よ

(
一
九
三
五
)

九
〇一



九

五

京

モ
ス
従

業
員

の
、

勇
敢

な

る
工
場
内

反

フ

ァ

ッ
シ

ョ
闘
争

(
一
九
三
五
)

九
〇五

九

六

科
学

の
触

手

は
の
び

る
…
…
成
層

け
ん
征
服
競
争

(
一
九
三
五
)

九
一〇

九

七

湖

上
の
殺

人

(
一
九
三
五
)

九
一七

九
八

臨
時
工
制
度
を
撤
廃
し
得
る
も
の
は
大
衆
的
行
動
だ
け
だ

(
一
九
三
五
)

九三
一

九

九

大

衆
闘
争

の
為

に

(
一
九
三
六
)

九三四

一
〇

〇

の

し

か

ゝ

る

フ

ァ

ッ

シ

ョ
の

重

圧

(
一
九
三

六
)

九
三
七

一
〇

一

全

力
を
あ
げ

て
労
働

組
合

の
擁
護

へ

(
一
九
三
六
)

九
四〇

一
〇

二

独

逸
労
働
階
級

と
う

一
の
為

に

(
一
九
三
五
)

九
四四

一
〇

三

左

右

の
組
合

に
入

つ
て
ゆ
け

(
一
九
三
五
)

九
四九

一
〇

四

敏

速
な
統

一
へ

(
一
九
三
六
)

九五二

一
〇

五

労

働
組
合
統

一
に

つ
い
て

(
一
九
三
六
)

九五九

一
〇

六

弾

圧
下

の
労
働

組
合

(
一
九
三
六
)

九六二

一
〇
七

全
労
働
者
農
民
団
体
の
社
大
党

へ
の
合
流

へ

(
一
九
三
六
)

九
六六

一
〇

八

日
本
海

員

の
間

の
仕
事

に
関

す

る
決
議

(
一
九
三
六
)

九七〇


